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令和３年群馬東部水道企業団議会９月定例会会議録 
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企 業 長 清 水 聖 義    副企業長 多 田 善 洋 
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次  長 落 合 利 充    次  長 百 瀬 光 宏 
総務課長 奥 川   靖    企画課長 鈴 木 徹 哉    

工務課長 小井土  健之       みどり支所長 関 口 洋 一 
 
３ その他出席した者 ４名 
   太田市議会事務局長 青 木 一 男 

書  記 高 塚   学    書  記 桑子 久美子 
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議事日程（第１号） 

              令和３年１０月１３日 午前１０時３０分開議 
              群馬東部水道企業団議会議長 斎 藤 光 男 
 
第 １  議席の指定 

第 ２  会期の決定 

第 ３  会議録署名議員の指名 

第 ４  報告第 １号 令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計予算

の繰越しについて 

      報告第 ２号 令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算

に基づく資金不足比率について 

      議案第１０号 令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算

認定について 

      議案第１１号 令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計未処

分利益剰余金処分について 

 第 ５  議案第１２号 群馬東部水道企業団監査委員選任の同意について 

 第 ６  議案第１３号 令和３年度群馬東部水道企業団水道事業会計補正

予算（第１号）について 
 
 
 
 
 

本日の会議に付した事件 
 

議事日程に同じ 
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■開会 
午前１０時３０分開会 

 

議長（斎藤光男） 只今から告示第２９号をもって招集されました、令和３年

群馬東部水道企業団議会９月定例会を開会いたします。 

 

■開  議 

 

議長（斎藤光男） これより本日の会議を開きます。 

 

■日  程 

 

議長（斎藤光男） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げたと

おりであります。その順序により会議を進めたいと思いますので、ご了承願い

ます。 

日程に入ります。 

 

■議席の指定 

 

議長（斎藤光男） 次に、日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第３条の規定により、議長において指定いたします。議員

の氏名と議席の番号を青木議会事務局長に朗読させます。 

 

議会事務局長（青木一男） それでは朗読いたします。 

９番、堀口正敏議員。以上でございます。 

 

議長（斎藤光男） 只今、朗読したとおり、議席を指定いたします。 

 

議会事務局長（青木一男） 大変恐れ入りますが、お手元の席札の議席番号に

掛けてございます白紙を、お取り願います。 

 

■会期の決定 

 

議長（斎藤光男） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いた

しました。 

 

■会議録署名議員の指名 

 

議長（斎藤光男） 次に、日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議長において、７番、松井篤議員、８番、今村好市議員

を指名いたします。 

■議案上程 

 

議長（斎藤光男） 次に、日程第４、報告第１号及び報告第２号の２件並びに

議案第１０号及び議案第１１号の２議案を一括議題といたします。 

 

■提案理由の説明 

 

議長（斎藤光男） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求め

ます。 

 

（篠木局長挙手） 

 

議長（斎藤光男） 篠木局長。 

 

局長（篠木達哉） 報告第１号、令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計

予算の繰越しについて、ご説明を申し上げます。  

議案書の１ページ及び２ページ、令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会

計予算繰越計算書をお開き願います。 

 本件は、配水管布設替工事等計２９件の工事について、事業の完了が翌年度

となるため、２ページの予算繰越計算書にお示ししたとおり、繰り越しをした

ものです。 

 
局長（篠木達哉） 次に、報告第２号、令和２年度群馬東部水道企業団水道事

業会計決算に基づく資金不足比率について、ご説明を申し上げます。  
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議案書の３ページ及び４ページの、令和２年度群馬東部水道企業団水道事業

会計決算に基づく資金不足比率についてをお開き願います。 

本件は、令和２年度水道事業会計決算において、資金不足の状況について報

告をするものでございます。当企業団における資金不足比率については、現金

預金などの資産が、未払金などの負債額を上回っており、資金不足比率は、な

しでございます。 

以上２件につきましてご報告申し上げましたが、よろしくお願い申し上げま

す。 

 
局長（篠木達哉） 次に、議案第１０号、令和２年度群馬東部水道企業団水道事

業会計決算認定について、提案理由のご説明を申し上げます。  

議案書の８ページ及び別冊①令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計決

算書の１ページ及び２ページをお開き願います。 

令和２年度の当企業団の水道事業会計決算につきましては、収益的収入及び

支出において、収入決算額は、１０８億５７９万１８４円、支出決算額は、８９

億９４７万７５６円となりました。 

また、３ページ及び４ページの資本的収入及び支出において、収入決算額は、

３８億４,８２０万６,９５６円、支出決算額は、９０億５,９０１万５,３２１円

となりました。この決算につきましては、既に監査委員の審査も終了しておりま

すので、意見書を付し、関係書類を添えてご提案申し上げるものでございます。 

 

局長（篠木達哉） 次に、議案第１１号、令和２年度群馬東部水道企業団水道

事業会計未処分利益剰余金処分について、提案理由のご説明を申し上げます。  
議案書の９ページ及び別冊①決算書の６ページの下段、令和２年度群馬東部

水道企業団水道事業剰余金処分計算書（案）をお開き願います。 
令和２年度決算における剰余金の残高は、１４億３０４万４,９４１円になり

ます。剰余金については、建設改良積立金へ１４億円を積立て、剰余金の処分

を行うものです。 
以上、２議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろし

くご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 
 

議長（斎藤光男） 次に、高橋代表監査委員から報告を求めます。 

 

（高橋代表監査委員挙手） 
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議長（斎藤光男） 高橋代表監査委員。 

 

代表監査委員（高橋嘉一郎） それでは、ご指名によりまして、地方公共 

団体の財政の健全化に関する法律に基づく、令和２年度群馬東部水道

企業団資金不足比率の審査結果をご報告申し上げます。 

 企業長から審査に付されました資金不足比率並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかを主眼に審査

を実施いたしました。 

審査の結果、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成さ

れているものと認めることができ、資金不足比率は、資金不足が生じて

いないため、地方公営企業の健全性を判断する経営健全化基準を下回

り、良好であることが確認されました。 

今後も、引き続きまして、健全な財政構造を維持していただくことを

要望いたしまして、令和２年度資金不足比率の審査結果の報告とさせ

ていただきます。 

 

代表監査委員（高橋嘉一郎） 続きまして、令和２年度群馬東部水道企業

団水道事業会計決算の審査結果をご報告申し上げます。 

 企業長から審査に付されました企業団の決算諸表が、経営成績及び

財政状態を適正に表示しているか、事業運営が適正かつ効率的に行わ

れているかを主眼に審査を実施いたしました。 

 審査の結果、決算諸表は、経営成績及び財政状態を適正に表示してい

ると認めることができました。 

また、事業運営の審査結果につきましては、別冊②の意見書に記載し

てございます。企業団の経営成績は、８ページに記載したとおり総収益

から総費用を差し引きますと、１４億２４万３，７１８円の純利益とな

っており、前年度と比較しますと、８億７５３万２，２６４円増加し、

総収支比率及び経常収支比率も上昇しております。 

事業運営は、健全な経営を堅持しておりますが、更なる効率性の向上

を目指していただきたいと思います。 

 今後は、人口減少に加え、ウイズコロナ時代の新しい考え方、価値観、

生活様式などにより、時代が一気に進んでいくと思われます。 

今までの予測が大きく変わることも想定され、正に想定外の時代に

突入し、経営はますます難しくなると思われます。 

 安定的な国からの交付金、官民出資会社による包括事業運営を更に

進めていきながら、効率的な事業運営に努め、住民への安全で安心な水

道水の安定的な供給を望むとともに、水道利用を拡大する施策の実施
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など、新たな事業展開にも取り組んでいただきたいと思います。 

 以上、令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算の審査結果

の報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

■質  疑 

 

議長（斎藤光男） 最初に、報告２件に対する質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切りま

す。 

 報告第１号及び報告第２号の２件につきましては、以上で報告を終わります。 

 

■質  疑 

 

議長（斎藤光男） 次に、２議案に対する質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

■討  論 

 

議長（斎藤光男） これより、２議案に対する討論に入ります。討論ありませ

んか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

■表  決 

 

議長（斎藤光男） これより採決いたします。 

 最初に、議案第１０号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願いま
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す。 

（挙手全員） 

 

議長（斎藤光男） 挙手全員、よって本案は原案のとおり認定されました。 

 

議長（斎藤光男） 次に、議案第１１号を原案のとおり認定することに賛成の

方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（斎藤光男） 挙手全員、よって本案は原案のとおり認定されました。 

 

■議案上程 

 

議長（斎藤光男） 次に、日程第５、議案第１２号を議題といたします。 

 

■除斥 

 

議長（斎藤光男） 地方自治法第１１７条の規定により、９番、堀口正敏議員

の退席を求めます。 

 

（堀口正敏議員退席） 

 

■提案理由の説明 

 

議長（斎藤光男） 朗読を省略し、ただちに企業長から提案理由の説明を求め

ます。 

 

（清水企業長挙手） 

 

議長（斎藤光男） 清水企業長。 

 

企業長（清水聖義） 議案第１２号、群馬東部水道企業団監査委員選任の同意

について、提案理由のご説明を申し上げます。  

議案書の１０ページをお開き願います。 
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本企業団規約に基づき、企業団議員の中から選任されておりました田口監査

委員より８月９日付での辞職届が７月２６日に提出され、了承いたしました。 

その後任として、人格、識見ともに優れ、経験豊かな 堀口正敏議員を選任致

したいと存じますので、地方自治法の規定により議会の皆様のご同意を得たく、

提案申し上げる次第でございます。 

なお、堀口正敏議員につきましては、住所は、邑楽郡明和町新里５５９番地１

で、生年月日は、昭和２２年２月２２日生まれの７４歳でございます。 

 以上、議案第１２号についての説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご

賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 

■質  疑 

 

議長（斎藤光男） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

■討  論 

 

議長（斎藤光男） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

■表  決 

 

議長（斎藤光男） これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（斎藤光男） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
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■除斥の解除 

 

議長（斎藤光男） ９番、堀口正敏議員の入場を求めます 

 

（堀口正敏議員入場） 

 

■議案上程 

 

議長（斎藤光男） 次に、日程第６、議案第１３号を議題といたします。 

 

■提案理由の説明 

 

議長（斎藤光男） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求め

ます。 

 

（篠木局長挙手） 

 

議長（斎藤光男） 篠木局長。 

 

局長（篠木達哉） 議案第１３号、令和３年度群馬東部水道企業団水道事業会

計補正予算（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。  
議案書の１１ページ及び別冊③令和３年度群馬東部水道企業団水道事業会計

補正予算（第１号）の１ページをお開き願います。 
第１条は総則となります。 
第２条は業務の予定量を補正するものです。 
第３条の収益的収入及び支出については、営業外収益において、消費税及び

地方消費税還付金を８３万１千円増額補正するものです。 
また、支出では営業費用において、委託料の追加や修繕費等の増額により、

１１３万８千円の増額補正をするものです。 
また、第４条の資本的収入及び支出については、建設改良費において、浄水

場の更新工事や配水管布設替工事の計画を見直したことにより、３６８万６千

円の減額補正をするものです。 
続きまして、予算書の２ページをご覧ください。 
第５条については、職員の人事異動に伴い職員給与費を、１６６万５千円減

額補正するものです。 
また、３ページ以降には、補正予算に伴う実施計画等を添付しておりますの

で、後程ご覧下さいますようお願いいたします。 
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以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 
 

■質  疑 

 

議長（斎藤光男） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

■討  論 

 

議長（斎藤光男） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（斎藤光男） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

■表  決 

 

議長（斎藤光男） これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（斎藤光男） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
■閉会 

 
議長（斎藤光男） 以上をもちまして、今定例会の議事全てを終了いたしまし

た。 

 最後に、清水企業長からご挨拶があります。 
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企業長（清水聖義） 本日は、数多くの議案に対して慎重にご審議いただき、あ

りがとうございました。また、全て可決をいただきました。ありがとうございま

した。 

 補正予算で本年度の修正があるわけですが、企業団の事業は、建設改良費だけ

でも約８０億円という非常に多額な投資を行っています。収益性においても、収

益事業が１００億円を超える額の事業になってきているということから、水道

事業が、いよいよ３市５町全体で運営をしている効果を表し始めています。です

が、改良事業などは時間がかかりますので、最終的にやむを得ず、値上げをせざ

るを得ないという環境に持ち込まれています。 

 国から補助金をいただいて、事業を順次行っておりますけれど、それだけでは

最終的には終わりません。この間、和歌山県の事故があって、その時に知ったこ

とですが、日本中の配管の改良工事をやろうとすると１４０年かかるそうです。

１４０年の間には、どんな事故が起こるかわかりません。でも、この企業団につ

きましては、非常に着手が早く、早い時期から本管の改修が行われていて、住民

に迷惑がかかることがないようにと、今頑張っているところであります。 

 １系統で水が送られているものについては複数系統にして、断水が長期間続

くことがないように、今そういうエリアになっておりますので、住民の皆さん

には安心して水を飲んでいただけると。また、本管が替わることによって、安

心して飲める水が全地域にわたることになりますので、ぜひ皆さんからも住民

の皆様へ、水の内容について伝えていただきたいと思います。 

 また、値上げになると大騒ぎになることは確実ですが、先行して改良工事は

かなりやっています。国からも補助金をもらって最小限の値上げで済ませたい

と思っておりますので、ご理解いただだければと思います。 

 今日は、重要な案件についてご審議いただきまして、本当にありがとうござ

いました。これからも、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

議長（斎藤光男） これをもちまして閉会と致します。 

 大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

午前１０時５０分閉会  
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